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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第18期

第３四半期
連結累計期間

第19期
第３四半期
連結累計期間

第18期

連結会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年12月31日

自 2020年４月１日
至 2020年12月31日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

経常収益 （百万円） 4,094,832 4,096,372 5,465,432

正味収入保険料 （百万円） 2,710,296 2,721,725 3,598,396

経常利益 （百万円） 299,221 182,417 363,945

親会社株主に帰属する

四半期（当期）純利益
（百万円） 226,690 112,780 259,763

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 365,581 324,334 2,737

純資産額 （百万円） 3,786,467 3,601,312 3,426,675

総資産額 （百万円） 24,401,332 25,564,154 25,253,966

１株当たり四半期（当期）

純利益
（円） 322.11 161.59 369.74

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 321.87 161.49 369.45

自己資本比率 （％） 15.39 13.86 13.35

 

回次
第18期

第３四半期
連結会計期間

第19期
第３四半期
連結会計期間

連結会計期間
自 2019年10月１日
至 2019年12月31日

自 2020年10月１日
至 2020年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 156.83 72.22

（注）当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりま

　　　せん。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社、子会社および関連会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間の世界経済およびわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大による大きな落

ち込みの後、経済活動の再開に伴い持ち直しの動きが見られましたが、感染再拡大の懸念から引き続き厳しい状

況が続きました。一方、主要各国では景気の後退に対応した大規模な財政・金融政策がとられたことで、市場環

境は改善し、株価は大きく上昇しました。

　このような情勢のもと損害保険・生命保険を中心に国内外で事業展開を行った結果、当第３四半期連結会計期

間末の財政状態および当第３四半期連結累計期間の経営成績は以下のとおりとなりました。

　連結総資産は、前連結会計年度末に比べて3,101億円増加し、25兆5,641億円となりました。

　保険引受収益3兆5,095億円、資産運用収益4,939億円などを合計した経常収益は、前第３四半期連結累計期間に

比べて15億円増加し、4兆963億円となりました。一方、保険引受費用3兆1,572億円、資産運用費用740億円、営業

費及び一般管理費6,616億円などを合計した経常費用は、前第３四半期連結累計期間に比べて1,183億円増加し、3

兆9,139億円となりました。

　この結果、経常利益は前第３四半期連結累計期間に比べて1,168億円減少し、1,824億円となりました。

　経常利益に特別利益、特別損失、法人税等合計などを加減した親会社株主に帰属する四半期純利益は、前第３

四半期連結累計期間に比べて1,139億円減少し、1,127億円となりました。

 

 報告セグメント別の状況は以下のとおりであります。

 

[国内損害保険事業]

 国内損害保険事業におきましては、経常収益は前第３四半期連結累計期間に比べて572億円減少し、2兆707億円

となりました。経常利益は、前第３四半期連結累計期間に比べて302億円減少し、1,214億円となりました。国内

損害保険事業における保険引受の状況は、以下のとおりであります。

 

（保険引受の状況）

①　元受正味保険料（含む収入積立保険料）

区分

　前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

対前年増減
(△)率(％)

金額
（百万円）

構成比
（％）

対前年増減
(△)率(％)

火災保険 351,741 16.91 14.91 371,901 17.99 5.73

海上保険 52,137 2.51 5.19 48,607 2.35 △6.77

傷害保険 209,238 10.06 2.52 189,410 9.16 △9.48

自動車保険 894,710 43.01 1.05 919,382 44.47 2.76

自動車損害賠償責任保険 212,962 10.24 2.12 175,669 8.50 △17.51

その他 359,571 17.28 2.63 362,484 17.53 0.81

合計 2,080,363 100.00 3.81 2,067,456 100.00 △0.62

（うち収入積立保険料） (64,494) (3.10) (△0.03) (55,902) (2.70) (△13.32)

　（注）１．諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額であります。

　　　　２．元受正味保険料（含む収入積立保険料）とは、元受保険料から元受解約返戻金および元受その他

           返戻金を控除したものであります（積立型保険の積立保険料を含みます。）。
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②　正味収入保険料

区分

　前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

対前年増減
(△)率(％)

金額
（百万円）

構成比
（％）

対前年増減
(△)率(％)

火災保険 261,706 14.35 15.80 277,780 15.25 6.14

海上保険 48,525 2.66 3.41 44,465 2.44 △8.37

傷害保険 143,302 7.86 2.13 129,472 7.11 △9.65

自動車保険 891,798 48.90 1.09 915,866 50.27 2.70

自動車損害賠償責任保険 223,624 12.26 4.32 190,801 10.47 △14.68

その他 254,579 13.96 4.96 263,648 14.47 3.56

合計 1,823,537 100.00 4.06 1,822,035 100.00 △0.08

　（注）諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額であります。

 

③　正味支払保険金

区分

　前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

対前年増減
(△)率(％)

金額
（百万円）

構成比
（％）

対前年増減
(△)率(％)

火災保険 235,204 21.00 △13.43 171,591 17.86 △27.05

海上保険 32,196 2.87 10.72 28,698 2.99 △10.87

傷害保険 66,814 5.96 5.26 61,706 6.42 △7.65

自動車保険 505,157 45.09 2.09 438,163 45.60 △13.26

自動車損害賠償責任保険 154,354 13.78 △6.53 141,593 14.74 △8.27

その他 126,553 11.30 10.23 119,034 12.39 △5.94

合計 1,120,280 100.00 △1.64 960,787 100.00 △14.24

　（注）諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額であります。
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[国内生命保険事業]

　国内生命保険事業におきましては、経常収益は前第３四半期連結累計期間に比べて92億円増加し、5,588億円と

なりました。経常利益は、前第３四半期連結累計期間に比べて205億円増加し、516億円となりました。国内生命

保険事業における保険引受の状況は、以下のとおりであります。

 

（保険引受の状況）

①　保有契約高

区分

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2020年12月31日）

金額
（百万円）

金額
（百万円）

対前年度末増減
(△)率(％)

個人保険 29,334,366 29,038,947 △1.01

個人年金保険 2,146,807 2,078,765 △3.17

団体保険 2,195,007 2,127,038 △3.10

団体年金保険 3,161 3,093 △2.15

　（注）１．諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額であります。

　　　　２．個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始

　　　　　　後契約の責任準備金を合計したものであります。

　　　　３．団体年金保険については、責任準備金の金額であります。

 

②　新契約高

区分

　前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

新契約＋転換
による純増加
（百万円）

新契約
（百万円）

転換による
純増加

（百万円）

新契約＋転換
による純増加
（百万円）

新契約
（百万円）

転換による
純増加

（百万円）

個人保険 1,503,291 1,503,291 － 1,265,860 1,265,860 －

個人年金保険 － － － － － －

団体保険 11,961 11,961 － 9,728 9,728 －

団体年金保険 － － － － － －

　（注）１．諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額であります。

　　　　２．新契約の個人年金保険の金額は、年金支払開始時における年金原資の額であります。

　　　　３．新契約の団体年金保険の金額は、第１回収入保険料であります。
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[海外保険事業]

　海外保険事業におきましては、経常収益は前第３四半期連結累計期間に比べて83億円増加し、1兆4,241億円と

なりました。経常利益は、前第３四半期連結累計期間に比べて1,096億円減少し、21億円となりました。海外保険

事業における保険引受の状況は、以下のとおりであります。

 

（保険引受の状況）

①　正味収入保険料

区分

　前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

対前年増減
(△)率(％)

金額
（百万円）

構成比
（％）

対前年増減
(△)率(％)

火災保険 148,608 16.76 △22.41 173,326 19.26 16.63

海上保険 35,016 3.95 0.44 39,383 4.38 12.47

傷害保険 22,812 2.57 △19.82 23,760 2.64 4.15

自動車保険 185,420 20.91 △0.77 174,214 19.36 △6.04

その他 494,963 55.81 △10.67 489,035 54.35 △1.20

合計 886,821 100.00 △10.94 899,720 100.00 1.45

　（注）諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額であります。

 

②　正味支払保険金

区分

　前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

対前年増減
(△)率(％)

金額
（百万円）

構成比
（％）

対前年増減
(△)率(％)

火災保険 72,145 16.87 △31.76 85,886 19.83 19.05

海上保険 16,541 3.87 △4.87 12,801 2.96 △22.61

傷害保険 11,109 2.60 △18.08 9,219 2.13 △17.01

自動車保険 105,977 24.78 △9.03 103,787 23.96 △2.07

その他 221,857 51.88 9.11 221,452 51.13 △0.18

合計 427,631 100.00 △6.33 433,147 100.00 1.29

　（注）諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額であります。
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（参考）全事業の状況

 

①　元受正味保険料（含む収入積立保険料）

区分

　前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年増減
(△)率(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年増減
(△)率(％)

火災保険 532,627 17.40 9.94 635,544 20.03 19.32

海上保険 102,294 3.34 10.45 103,031 3.25 0.72

傷害保険 233,498 7.63 1.05 213,988 6.74 △8.36

自動車保険 1,077,024 35.19 2.43 1,101,676 34.72 2.29

自動車損害賠償責任保険 212,962 6.96 2.12 175,669 5.54 △17.51

その他 902,299 29.48 △0.90 943,339 29.73 4.55

合計 3,060,705 100.00 2.75 3,173,249 100.00 3.68

（うち収入積立保険料） (64,494) (2.11) (△0.03) (55,902) (1.76) (△13.32)

　（注）１．諸数値はセグメント間の内部取引相殺後の金額であります。

　　　　２．元受正味保険料（含む収入積立保険料）とは、元受保険料から元受解約返戻金および元受その他

　　　　　　返戻金を控除したものであります（積立型保険の積立保険料を含みます。）。

 

②　正味収入保険料

区分

　前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年増減
(△)率(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年増減
(△)率(％)

火災保険 410,306 15.14 △1.73 451,106 16.57 9.94

海上保険 83,541 3.08 2.15 83,849 3.08 0.37

傷害保険 166,110 6.13 △1.57 153,227 5.63 △7.76

自動車保険 1,077,199 39.74 0.76 1,090,064 40.05 1.19

自動車損害賠償責任保険 223,624 8.25 4.32 190,801 7.01 △14.68

その他 749,514 27.65 △5.91 752,675 27.65 0.42

合計 2,710,296 100.00 △1.38 2,721,725 100.00 0.42

　（注）諸数値はセグメント間の内部取引相殺後の金額であります。

 

③　正味支払保険金

区分

　前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日

　　至　2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年増減
(△)率(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

対前年増減
(△)率(％)

火災保険 307,349 19.86 △18.56 257,477 18.47 △16.23

海上保険 48,707 3.15 4.87 41,499 2.98 △14.80

傷害保険 77,814 5.03 1.10 70,793 5.08 △9.02

自動車保険 611,133 39.48 △0.03 541,950 38.88 △11.32

自動車損害賠償責任保険 154,354 9.97 △6.53 141,593 10.16 △8.27

その他 348,409 22.51 9.55 340,476 24.43 △2.28

合計 1,547,768 100.00 △2.98 1,393,790 100.00 △9.95

　（注）諸数値はセグメント間の内部取引相殺後の金額であります。

EDINET提出書類

東京海上ホールディングス株式会社(E03847)

四半期報告書

 7/25



(2)　キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

 

(3)　経営方針・経営戦略等

　当第３四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。

　なお、東京海上グループは、グループ全体の業績を示す経営指標として、企業価値を的確に把握しその拡大に

努める観点から、修正純利益と修正ROEを掲げております。前事業年度の有価証券報告書提出日時点においては、

新型コロナウイルス感染症の影響を合理的に算出することが困難なため未定としておりましたが、その後の経済

活動再開等の状況を踏まえ、入手可能な情報をもとに見込みを公表しております。当事業年度の第１四半期報告

書提出日時点においては、2020年度の修正純利益および修正ROEは、それぞれ3,100億円、9.4％を見込んでおりま

したが、本四半期報告書提出日現在においては、新型コロナウイルス感染症の影響見込額の縮小を主因として、

それぞれ3,320億円、9.9％を見込んでおります。

 

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更はありません。

 

(5)　研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 3,300,000,000

計 3,300,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
　 （2020年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年２月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 702,000,000 702,000,000
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数 100株

計 702,000,000 702,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

2020年10月１日～

2020年12月31日
－ 702,000,000 － 150,000 － 1,511,485

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直近の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2020年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 3,949,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 697,161,800 6,971,618 －

単元未満株式 普通株式 889,100 － －

発行済株式総数  702,000,000 － －

総株主の議決権  － 6,971,618 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の「株式数」には証券保管振替機構名義の株式2,600株が、「議決権の数」には

同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数26個が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2020年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

東京海上ホールディング

ス株式会社

東京都千代田区丸の

内一丁目２番１号
3,942,600 － 3,942,600 0.56

海上商事株式会社
東京都渋谷区代々木

二丁目11番15号
6,500 － 6,500 0.00

計 － 3,949,100 － 3,949,100 0.56

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）ならびに同規則第61条および第82条の規定に基づき「保険業法施行規則」（平成８年大蔵省令第５号）に

準拠して作成しております。

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自　2020年10月１日　

至　2020年12月31日）および第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）に係る四半期連

結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部   

現金及び預貯金 820,873 967,163

コールローン － 1

買現先勘定 999 7,999

債券貸借取引支払保証金 4,612 500

買入金銭債権 1,363,752 1,358,053

金銭の信託 2,103 2,349

有価証券 17,875,998 18,536,098

貸付金 1,524,100 1,550,608

有形固定資産 315,216 313,834

無形固定資産 1,101,306 1,038,524

その他資産 2,217,451 1,757,808

退職給付に係る資産 2,710 2,277

繰延税金資産 33,888 37,937

支払承諾見返 2,114 1,997

貸倒引当金 △11,162 △10,998

資産の部合計 25,253,966 25,564,154

負債の部   

保険契約準備金 17,222,596 17,853,431

支払備金 2,995,636 3,153,488

責任準備金等 14,226,960 14,699,943

社債 270,536 231,434

その他負債 3,628,726 3,122,344

退職給付に係る負債 245,966 247,562

賞与引当金 70,698 48,054

特別法上の準備金 118,071 125,448

価格変動準備金 118,071 125,448

繰延税金負債 239,668 311,329

負ののれん 28,911 21,239

支払承諾 2,114 1,997

負債の部合計 21,827,291 21,962,841

純資産の部   

株主資本   

資本金 150,000 150,000

利益剰余金 1,800,292 1,764,486

自己株式 △23,210 △29,079

株主資本合計 1,927,082 1,885,406

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,435,437 1,753,656

繰延ヘッジ損益 11,427 6,978

為替換算調整勘定 8,042 △94,129

退職給付に係る調整累計額 △9,840 △7,692

その他の包括利益累計額合計 1,445,066 1,658,811

新株予約権 2,545 2,236

非支配株主持分 51,980 54,857

純資産の部合計 3,426,675 3,601,312

負債及び純資産の部合計 25,253,966 25,564,154
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

経常収益 4,094,832 4,096,372

保険引受収益 3,519,620 3,509,567

（うち正味収入保険料） 2,710,296 2,721,725

（うち収入積立保険料） 64,494 55,902

（うち積立保険料等運用益） 30,684 28,268

（うち生命保険料） 710,267 699,028

資産運用収益 487,411 493,989

（うち利息及び配当金収入） 382,411 367,887

（うち金銭の信託運用益） 75 246

（うち売買目的有価証券運用益） 22,199 －

（うち有価証券売却益） 95,319 105,516

（うち有価証券償還益） 304 415

（うち特別勘定資産運用益） 13,597 38,893

（うち積立保険料等運用益振替） △30,684 △28,268

その他経常収益 87,799 92,814

（うち負ののれん償却額） 7,671 7,671

経常費用 3,795,611 3,913,954

保険引受費用 3,075,011 3,157,247

（うち正味支払保険金） 1,547,768 1,393,790

（うち損害調査費） 107,131 107,462

（うち諸手数料及び集金費） 510,781 515,498

（うち満期返戻金） 106,921 118,181

（うち契約者配当金） 17 3

（うち生命保険金等） 323,367 291,152

（うち支払備金繰入額） 125,277 235,621

（うち責任準備金等繰入額） 350,461 491,890

資産運用費用 46,850 74,090

（うち売買目的有価証券運用損） － 3,616

（うち有価証券売却損） 6,570 19,141

（うち有価証券評価損） 2,017 22,017

（うち有価証券償還損） 378 244

（うち金融派生商品費用） 28,249 17,083

営業費及び一般管理費 652,912 661,632

その他経常費用 20,836 20,984

（うち支払利息） 13,250 9,441

（うち貸倒引当金繰入額） 458 461

（うち貸倒損失） 56 72

（うち持分法による投資損失） 3,439 7,262

経常利益 299,221 182,417
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  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

特別利益 9,238 424

固定資産処分益 123 159

段階取得に係る差益 4,119 －

関係会社株式売却益 4,323 251

その他 671 13

特別損失 8,875 19,767

固定資産処分損 1,159 1,154

減損損失 1,067 535

特別法上の準備金繰入額 6,647 7,376

価格変動準備金繰入額 6,647 7,376

その他 － ※ 10,701

税金等調整前四半期純利益 299,584 163,073

法人税及び住民税等 77,878 99,639

法人税等調整額 △6,896 △48,188

法人税等合計 70,982 51,451

四半期純利益 228,601 111,622

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
1,911 △1,158

親会社株主に帰属する四半期純利益 226,690 112,780
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

四半期純利益 228,601 111,622

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 203,040 321,033

繰延ヘッジ損益 △216 △4,449

為替換算調整勘定 △63,222 △97,000

退職給付に係る調整額 2,090 2,151

持分法適用会社に対する持分相当額 △4,711 △9,023

その他の包括利益合計 136,979 212,712

四半期包括利益 365,581 324,334

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 363,418 324,504

非支配株主に係る四半期包括利益 2,162 △170
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　東京海上日動火災保険㈱は以下の子会社の債務を保証しております。

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2020年12月31日）

Tokio Marine Compania de Seguros, S.A. de C.V. 5,884 7,450

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　特別損失の「その他」の主な内訳は、当第３四半期連結累計期間においては関係会社株式評価損10,104百万円であ

ります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結

累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）、のれん償却額および負ののれん償却額

は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

 
　前第３四半期連結累計期間

（自 2019年４月１日
　　至 2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

　　至 2020年12月31日）

減価償却費 43,970 60,496

のれん償却額 39,845 46,827

負ののれん償却額 △7,671 △7,671
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

 

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月24日

定時株主総会
普通株式 63,590 90.00 2019年３月31日 2019年６月25日 利益剰余金

2019年11月19日

取締役会
普通株式 91,292 130.00 2019年９月30日 2019年12月６日 利益剰余金

（注）2019年11月19日開催の取締役会で決議した配当金について、１株当たり配当額の内訳は、普通配当95円および資本

水準調整のための一時的な配当35円であります。当第３四半期連結累計期間においては、機動的な資本政策を遂行す

ることを目的として500億円の株主還元を実施しました。このうち、245億円を一時的な配当（１株当たり35円に相

当）として実施し、255億円（上限）を自己株式の取得として実施しました。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

 

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月29日

定時株主総会
普通株式 66,297 95.00 2020年３月31日 2020年６月30日 利益剰余金

2020年11月19日

取締役会
普通株式 94,237 135.00 2020年９月30日 2020年12月11日 利益剰余金

（注）2020年11月19日開催の取締役会で決議した配当金について、１株当たり配当額の内訳は、普通配当100円および資

本水準調整のための一時的な配当35円であります。当第３四半期連結累計期間においては、機動的な資本政策を遂行

することを目的として500億円の株主還元を実施しております。このうち、244億円を一時的な配当（１株当たり35円

に相当）として実施し、256億円（上限）を自己株式の取得として実施しております。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

 前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

 
国内損害
保険事業

国内生命
保険事業

海外
保険事業

金融・
一般事業

計

経常収益 2,127,983 549,519 1,415,789 70,556 4,163,847 △69,015 4,094,832

セグメント利益 151,652 31,046 111,816 4,705 299,221 － 299,221

（注）１．経常収益の調整額△69,015百万円のうち主なものは、セグメント間取引の消去額△28,432百万円の他、国内損

害保険事業セグメントに係る経常収益のうち責任準備金等戻入額38,278百万円について、四半期連結損益計算

書上は、経常費用のうち責任準備金等繰入額に含めたことによる振替額であります。

  ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

 当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
(注)１、２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

 
国内損害
保険事業

国内生命
保険事業

海外
保険事業

金融・
一般事業

計

経常収益 2,070,710 558,801 1,424,150 74,208 4,127,871 △31,499 4,096,372

セグメント利益 121,408 51,633 2,148 6,892 182,082 334 182,417

（注）１．経常収益の調整額△31,499百万円のうち主なものは、セグメント間取引の消去額△30,096百万円であります。

  ２．セグメント利益の調整額334百万円は、セグメント間取引の消去額等であります。

  ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

     （単位：百万円）

種類

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2020年12月31日）

連結
貸借対照表
計上額

時価 差額
四半期連結
貸借対照表
計上額

時価 差額

公社債 5,051,122 5,939,706 888,583 5,071,792 5,781,109 709,316

外国証券 41,657 45,780 4,123 50,828 56,018 5,190

合計 5,092,780 5,985,487 892,707 5,122,621 5,837,127 714,506

 

２．責任準備金対応債券

     （単位：百万円）

種類

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2020年12月31日）

連結
貸借対照表
計上額

時価 差額
四半期連結
貸借対照表
計上額

時価 差額

公社債 1,859,815 1,870,691 10,876 2,187,457 2,088,693 △98,763

合計 1,859,815 1,870,691 10,876 2,187,457 2,088,693 △98,763

 

３．その他有価証券

     （単位：百万円）

種類

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2020年12月31日）

取得原価
連結

貸借対照表
計上額

差額 取得原価
四半期連結
貸借対照表
計上額

差額

公社債 3,238,756 3,652,101 413,344 3,096,059 3,457,598 361,538

株式 542,527 1,956,407 1,413,879 517,485 2,261,505 1,744,019

外国証券 4,336,404 4,507,124 170,719 4,366,706 4,691,033 324,326

その他 1,363,885 1,389,006 25,120 1,357,704 1,379,358 21,654

合計 9,481,575 11,504,640 2,023,065 9,337,956 11,789,495 2,451,539

（注）１．時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。

２．前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として計上している譲渡性預

金（取得原価9,353百万円、連結貸借対照表計上額9,353百万円）ならびに買入金銭債権として計上している

海外抵当証券等（取得原価1,338,772百万円、連結貸借対照表計上額1,362,259百万円、差額23,487百万円）

を含めております。

　当第３四半期連結会計期間の「その他」には、四半期連結貸借対照表において現金及び預貯金として計上

している譲渡性預金（取得原価5,744百万円、四半期連結貸借対照表計上額5,744百万円、差額△0百万円）な

らびに買入金銭債権として計上している海外抵当証券等（取得原価1,335,224百万円、四半期連結貸借対照表

計上額1,355,002百万円、差額19,777百万円）を含めております。

３．その他有価証券（時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。）について、前連結会計年

度においては30,060百万円（うち、株式21,460百万円、外国証券5,053百万円、その他3,546百万円）、当第

３四半期連結累計期間においては24,173百万円（うち、株式4,015百万円、外国証券16,503百万円、その他

3,654百万円）減損処理を行っております。

　なお、有価証券の減損については、原則として、第３四半期連結会計期間末（連結会計年度末）の時価が

取得原価と比べて30％以上下落したものを対象としております。
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（デリバティブ取引関係）

      （単位：百万円）

対象物
の種類

取引の種類

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2020年12月31日）

契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益

通貨

通貨先物取引       

売建 1,927 － － 1,877 － －

買建 873 － － 485 － －

為替予約取引       

売建 554,872 1,429 1,429 571,419 5,032 5,032

買建 179,463 △75 △75 102,204 357 357

通貨スワップ取引 57,443 △460 △460 52,808 △1,721 △1,721

金利

金利先物取引       

売建 17,341 － － 3,433 △0 △0

買建 1,737 － － 17,944 － －

金利スワップ取引 3,076,315 14,453 14,453 2,327,189 △559 △559

株式

株価指数先物取引       

売建 6,977 △168 △168 24,931 △471 △471

買建 2,179 － － 10,577 － －

株価指数オプション取引       

売建 111,722   160,954   

 (5,487) 14,241 △8,754 (8,647) 15,411 △6,764

買建 163,099   220,273   

 (15,687) 29,829 14,141 (19,817) 29,550 9,733

債券

債券先物取引       

売建 5,112 △158 △158 6,953 △4 △4

買建 152 0 0 6,984 △3 △3

債券店頭オプション取引       

売建 352,007   320,221   

 (2,312) 3,184 △872 (1,814) 1,763 50

買建 352,007   320,221   

 (2,231) 3,404 1,173 (1,517) 1,395 △121

商品

商品先物取引       

売建 871 － － 764 － －

買建 327 － － 4,271 － －

その他

自然災害デリバティブ取引       

売建 30,313   23,947   

 (1,967) 2,145 △177 (1,678) 619 1,059

買建 19,000   17,116   

 (452) 23 △428 (767) 134 △632

ウェザー・デリバティブ取引       

売建 13   284   

 (1) 0 0 (21) 11 9

その他の取引       

売建 21,912   21,160   

 (2,519) 1,172 1,347 (2,433) 955 1,478

買建 10,708   10,031   

 (1,133) 970 △163 (1,095) 897 △197

 合計 ― 69,993 21,287 ― 53,368 7,243

（注）１．下段（　）書きの金額は、オプション料の金額であります。

２．ヘッジ会計が適用されているものについては、記載の対象から除いております。
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（１株当たり情報）

 
　前第３四半期連結累計期間
　 （自　2019年４月１日
　　 至　2019年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
　 （自　2020年４月１日
　　 至　2020年12月31日）

(1) １株当たり四半期純利益 322円11銭 161円59銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 226,690 112,780

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）
226,690 112,780

普通株式の期中平均株式数（千株） 703,750 697,905

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 321円87銭 161円49銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 521 461

 

（重要な後発事象）

　当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につい

て、2020年11月19日開催の取締役会における決議に基づき、2021年１月１日から2021年１月31日までの間に下記のとお

り市場買付を実施いたしました。

１．取得した株式の種類

当社普通株式

２．取得した株式の総数

1,398,600株

３．株式の取得価額の総額

7,595,879,500円

４．取得の方法

東京証券取引所における市場買付

 

（参考）

１．2020年11月19日開催の取締役会における決議内容

(1) 取得を行う理由

　機動的な資本政策を遂行するため

(2) 取得する株式の種類

　当社普通株式

(3) 取得する株式の総数

　6,250,000株（上限）

(4) 株式の取得価額の総額

　256億円（上限）

(5) 取得期間

　2020年12月１日から2021年３月24日

２．上記取締役会決議に基づき、2021年１月31日までに取得した自己株式の累計

(1) 取得した株式の総数

　2,685,100株

(2) 株式の取得価額の総額

　14,392,160,400円
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２【その他】

　2020年11月19日開催の取締役会において、第19期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　(1)　中間配当による配当金の総額……………………94,237百万円

　(2)　１株当たりの金額…………………………………135円00銭

　(3)　支払請求の効力発生日および支払開始日………2020年12月11日

　(注) １．2020年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行っております。

２．１株当たりの金額の内訳は、普通配当100円および資本水準調整のための一時的な配当35円であります。

当第３四半期連結累計期間においては、機動的な資本政策を遂行することを目的として500億円の株主還

元を実施しております。このうち、244億円を一時的な配当（１株当たり35円に相当）として実施し、

256億円（上限）を自己株式の取得として実施しております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独 立 監 査 人 の 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書  

 

2021年２月10日

東京海上ホールディングス株式会社

取　締　役　会　御　中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

　　　　東京事務所
 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 奈　良　昌　彦

 
 
 
 
 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 鈴　木　隆　樹

 
 
 
 
 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 原　田　優　子

 

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京海上ホール

ディングス株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2020年10月１

日から2020年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京海上ホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年12月31日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

　以　　上

 

（注） １． 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　 ２． XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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